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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年6月19日(2008.6.19)

【公開番号】特開2007-194680(P2007-194680A)
【公開日】平成19年8月2日(2007.8.2)
【年通号数】公開・登録公報2007-029
【出願番号】特願2006-8154(P2006-8154)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   7/173    (2006.01)
   Ｈ０４Ｑ   7/38     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   7/173   ６３０　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月23日(2008.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画送信装置と動画受信視聴装置から構成される動画送信・視聴システムであって、
　前記動画送信装置は、前記動画受信視聴装置に、受信する視聴動画の内容を指示するた
めに必要な、少なくとも動画の概要を示す画像を含む所定の情報を送信し、
　前記動画受信視聴装置は、前記動画送信装置に、前記所定の情報に基づいて指示された
前記視聴動画の内容を指定する視聴情報を送信し、
　前記動画送信装置は、前記視聴情報に基づいて、指定された視聴動画を送信することを
特徴とする動画送信・視聴システム。
【請求項２】
　前記動画受信視聴装置が送信する前記視聴情報は、少なくとも注目対象を指定すること
を特徴とする請求項１に記載の動画送信・視聴システム。
【請求項３】
　前記動画受信視聴装置が送信する前記視聴情報は、少なくとも視聴領域を指定すること
を特徴とする請求項１または２に記載の動画送信・視聴システム。
【請求項４】
　前記動画受信視聴装置が送信する前記視聴情報は、少なくとも注目対象と視聴領域の両
方を指定することを特徴とする請求項１に記載の動画送信・視聴システム。
【請求項５】
　前記動画送信装置は、前記指定された視聴動画を送信する際に、前記視聴領域に関する
前記視聴情報に基づいて、送信している動画の全体像のものから前記指定された視聴動画
を切り出して送信することを特徴とする請求項２または４に記載の動画送信・視聴システ
ム。
【請求項６】
　前記動画送信装置は、前記動画受信視聴装置に、前記指定された視聴動画の送信可能な
品質の情報のリストである品質情報リストを送信し、
　前記動画受信視聴装置は、前記動画送信装置に、前記品質情報リストに基づいて選択し
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た品質情報を送信し、
　前記動画送信装置は、前記品質情報に基づいた品質の前記指定された視聴動画を送信す
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の動画送信・視聴システム。
【請求項７】
　前記品質は、少なくとも前記指定された視聴動画の送受信の際の帯域幅を含み、
　前記動画受信視聴装置において、
　動画視聴アプリケーションが、前記品質情報リストをもとに、指定した前記視聴動画の
受信の際の帯域及び／または受信経路の決定のための所定データを作成し、通信管理部に
通知し、
　前記通信管理部が、前記所定データをもとに、前記指定した視聴動画の受信に割当てる
帯域を決定し、前記動画視聴アプリケーションに通知し、
　前記動画視聴アプリケーションが、割当てられた前記帯域に基づいて、前記品質情報を
選択することを特徴とする請求項６に記載の動画送信・視聴システム。
【請求項８】
　前記所定データは、前記指定した前記視聴動画の受信に最低限必要な帯域の情報を含む
ことを特徴とする請求項７に記載の動画送信・視聴システム。
【請求項９】
　前記所定データは、前記決定に用いる嗜好情報として、遅延差情報、課金情報、単位時
間当たりのパケットロス率情報及び無線通信メディアのセル情報の１つまたは複数を含む
ことを特徴とする請求項７または８に記載の動画送信・視聴システム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の動画送信・視聴システムに用いられる動画受信視
聴装置であって、
　前記受信中の動画の概要を示す画像を表示する概要画像表示手段と、
　指定した前記視聴動画を表示する指定動画表示手段とを備えることを特徴とする動画受
信視聴装置。
【請求項１１】
　前記概要画像表示手段により表示される画面を表示する表示部は、前記視聴情報を入力
する入力装置を兼ねることを特徴とする請求項１０に記載の動画受信視聴装置。
【請求項１２】
　動画送信装置と動画受信視聴装置から構成される動画送信・視聴システムにおける動画
送信・視聴方法であって、
　前記動画送信装置が、前記動画受信視聴装置に、受信する視聴動画の内容を指示するた
めに必要な、少なくとも動画の概要を示す画像を含む所定の情報を送信するステップと、
　前記動画受信視聴装置が、前記動画送信装置に、前記所定の情報に基づいて指示された
前記視聴動画の内容を指定する視聴情報を送信するステップと、
　前記動画送信装置が、前記視聴情報に基づいて、指定された視聴動画を送信するステッ
プとを含むことを特徴とする動画送信・視聴方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】動画送信・視聴システム、動画受信視聴装置および動画送信・視聴方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
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　本発明は、ＭｏｂｉｌｅＩＰなどの第三層移動管理プロトコルにおける通信路選択機能
を有し、アプリケーションに帯域を割当てる送受信方法を用いて、動画受信視聴装置（通
信端末）で希望する動画を受信する動画送信・視聴システム、動画受信視聴装置、および
動画送信・視聴方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、上述した実情に鑑みてなされたもので、注目する視聴対象、リアルタイム性
の重要度、解像度、視聴領域等が指定可能な動画送信・視聴システム、動画受信視聴装置
、および動画送信・視聴方法を提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明による動画送信・視聴システムは、動画送信装置と動画受信視聴装置から構成さ
れるものであって、動画送信装置が、動画受信視聴装置に、受信する視聴動画の内容を指
示するために必要な、少なくとも動画の概要を示す画像を含む所定の情報を送信し、動画
受信視聴装置が、動画送信装置に、所定の情報に基づいて指示された視聴動画の内容を指
定する視聴情報を送信し、動画送信装置は、視聴情報に基づいて、指定された視聴動画を
送信することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　なお、動画受信視聴装置が送信する視聴情報は、少なくとも注目対象、視聴領域、又は
注目対象と視聴領域の両方を指定することが好ましい。そして、動画送信装置が、指定さ
れた視聴動画を送信する際に、視聴領域に関する視聴情報に基づいて、送信している動画
の全体像のものから指定された視聴動画を切り出して送信することが好ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、動画送信装置が、動画受信視聴装置に、指定された視聴動画の送信可能な品質の
情報のリストである品質情報リストを送信し、動画受信視聴装置が、動画送信装置に、品
質情報リストに基づいて選択した品質情報を送信し、動画送信装置が、品質情報に基づい
た品質の指定された視聴動画を送信するとよい。
　なお、品質が、少なくとも指定された視聴動画の送受信の際の帯域幅を含み、動画受信
視聴装置において、動画視聴アプリケーションが、品質情報リストをもとに、指定した視
聴動画の受信の際の帯域及び／または受信経路の決定のための所定データを作成し、通信
管理部に通知し、通信管理部が、所定データをもとに、指定した視聴動画の受信に割当て
る帯域を決定し、動画視聴アプリケーションに通知し、動画視聴アプリケーションが、割
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当てられた帯域に基づいて、品質情報を選択するようにするとよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、上記所定データが、指定した視聴動画の受信に最低限必要な帯域の情報を含むこ
とが好ましく、また、上記決定に用いる嗜好情報として、遅延差情報、課金情報、単位時
間当たりのパケットロス率情報及び無線通信メディアのセル情報の１つまたは複数を含む
ことも好ましい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明による動画受信視聴装置は、上記の動画送信・視聴システムに用いられるもので
、受信中の動画の概要を示す画像を表示する概要画像表示手段と、指定した視聴動画を表
示する指定動画表示手段とを備える。なお、概要画像表示手段により表示される画面を表
示する表示部は、視聴情報を入力する入力装置を兼ねることが好ましい。
　また、本発明による動画送信・視聴方法は、動画送信装置と動画受信視聴装置から構成
される動画送信・視聴システムにおける方法であって、動画送信装置が、動画受信視聴装
置に、受信する視聴動画の内容を指示するために必要な、少なくとも動画の概要を示す画
像を含む所定の情報を送信するステップと、動画受信視聴装置が、動画送信装置に、所定
の情報に基づいて指示された視聴動画の内容を指定する視聴情報を送信するステップと、
動画送信装置が、視聴情報に基づいて、指定された視聴動画を送信するステップとを含む
ことを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
（第１の実施形態）
　図１～図１０により、本発明の第１の実施形態についてサッカーの動画を視聴する例で
説明する。本実施形態のシステム構成例の模式図を図１、シーケンス図を図２に示す。こ
の動画送信・視聴システムは、動画受信視聴装置（通信端末）１０、動画送信装置（動画
配信サーバ）１１、アクセスポイントＡＰ２００及びＡＰ２０１から構成される。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　この要求を受けた動画配信サーバ１１の動画配信アプリケーション３１は、通信端末１
０で視聴する動画すなわち視聴動画の配信を動画視聴アプリケーション２１に対して開始
する。なお、この際に配信される動画はデフォルト設定のものとする。このデフォルト設
定の動画の画質は、通信に用いられるネットワークの状態がわからないので、低画質であ
ることが好ましい。また、配信される内容もデフォルト設定のものが送信される。このデ
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フォルトの設定は通信端末１０側で行っていてもよいし、動画配信サーバ１１側で行って
いてもよい。
　また、デフォルトの動画を受信する際に、通信端末１０は、動画配信サーバ１１から、
受信する視聴動画の内容（注目する対象・視聴する領域など）の視聴情報を指定（指示）
するための所定の情報（視聴動画の概要を示す画像及び／又は視聴動画の概要を説明する
情報等）も受信する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　視聴情報を受け取った動画配信サーバ１１は、その視聴情報に基づいた指定動画（指定
された視聴動画）を通信端末１０の動画視聴アプリケーション２１に配信する。それと同
時または配信した後に、動画配信サーバ１１は、品質情報リストとして、一つ又は複数の
提供可能な指定動画の品質の情報を動画視聴アプリケーション２１に提示する。
　ところで、本実施形態では、視聴情報として視聴領域が指定されており、動画配信サー
バ１１は指定動画を配信する際に、図５の様にサッカー場全体を非常に詳細な画像で撮影
していて、その一部を切り出しているものとする。すなわち、動画配信サーバ１１は、全
体を１６００００×９００００ピクセルの様な非常に高精細なカメラで撮影し、その一部
を配信することが可能であるものとする。動画配信サーバ１１は、その高精細な画像の中
でユーザが指定した視聴領域の動画を指定動画として配信する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　また、動画視聴アプリケーション２１は、視聴情報の指定時またはその指定に対する動
画配信アプリケーション３１からの返答を受け取った後に、図７、８に示すようなフロー
情報（所定データ）を通信管理部２２に通知する。この図７に示されるフロー１は、メイ
ン画面２３ａのデータのフローに相当する。また、図８に示されるフロー２はサブ画面２
３ｂの、フロー３はサブ画面２３ｃのデータのフローに相当するものである。
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